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別 紙 

 

１．名称及び住所並びに代表者の氏名 

名   称  原子燃料工業株式会社 

住   所  神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３３番５号 

代表者氏名  代表取締役社長  伊藤 義章 

 

２．変更に係る加工施設の概要 

成型施設の建物・構築物及び設備・機器 

被覆施設の設備・機器 

核燃料物質の貯蔵施設の建物・構築物及び設備・機器 

放射性廃棄物の廃棄施設の建物・構築物及び設備・機器 

放射線管理施設の設備・機器 

その他の加工施設の建物・構築物 

 

３．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第１６条の２第１項の認可年月

日及び認可番号 

認可年月日  令和４年１１月１６日 

認可番号   原規規発第 2211164 号 

 

４．変更の内容 

（１）仕様表の改造内容の記載の変更、その他関連箇所の変更について、添付１に示すと

おりとする。 

（２）設備図等図面の変更について、添付２に示すとおりとする。 

 

 

５．変更の理由 

（１）本変更の理由は、仕様表の改造内容の記載、その他関連箇所の記載を適正化するも

のである。 

（２）本変更の理由は、設備図等図面を適正化するものである。 

 

なお、上記（１）～（２）は、適合性評価における影響がなく、核燃料物質の加工の事

業に関する規則第３条の２第２項に規定される加工施設の保全上支障のない変更に該当

する。 
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変 更 前（令和４年１１月１６日付け 原規規発第 2211164 号にて認可） 変 更 後 変更理由 

 

 

区分 

 

 

 

建物・構築物 

成
型
施
設 

被
覆
施
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組
立
施
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核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
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放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設 

放
射
線
管
理
施
設 

そ
の
他
の
加
工
施
設 

第２加工棟 ④ ⑤後 ④⑤ ⑤ 

①④

⑤後 

➊➋ 

⑤ 

➋➎ 
④⑤ 

④⑤ 

後 

➋➎ 

第１－３貯蔵棟 後 ― ― ― 後 ― 後 後 

第１加工棟 
③ 

➌ 
― ― ― 

③ 

➌ 
③ ③ ③⑤ 

第１廃棄物貯蔵棟 ⑤ ― ― ― ― ⑤ ⑤ 
⑤ 

➎ 

第２廃棄物貯蔵棟 ➍ ― ― ― ― ➍ ― ➍ 

第３廃棄物貯蔵棟 ⑤ ― ― ― ― ⑤ ― ⑤ 

第５廃棄物貯蔵棟 ④ ― ― ― ― ④ ― ④ 

発電機・ポンプ棟 ⑤ ― ― ― ― ― ― ⑤ 

遮蔽壁・防護壁 ③⑤ ― ― ― ― ― ― ― 

屋外 ― ― ― ― ― ― ④ ⑤ 
適合性確認を行う施設 

①：第１次申請（令和元年 10 月 8日付け認可） 

②：第２次申請（令和元年 12 月 2日付け認可） 

③：第３次申請（令和 2年 10 月 2日付け認可） 

④：第４次申請（令和 3年 5月 24 日付け認可） 

⑤：第５次申請（本申請） 

後：後半申請 

撤去する施設 

➊：第１次申請（令和元年 10 月 8日付け認可） 

➋：第２次申請（令和元年 12 月 2日付け認可） 

➌：第３次申請（令和 2年 10 月 2日付け認可） 

➍：第４次申請（令和 3年 5月 24 日付け認可） 

➎：第５次申請（本申請） 

 

本申請は、設計が完了した成型施設の設備・機器、被覆施設の設備・機器、組立施

設の設備・機器、核燃料物質の貯蔵施設の設備・機器、放射性廃棄物の廃棄施設の建

物、設備・機器、放射線管理施設の設備・機器、その他の加工施設の建物・構築物、

設備・機器の一部について、新規制基準への適合性確認について申請するものである。 
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第２加工棟 ④ ⑤後 ④⑤ ⑤ 

①④

⑤後 

➊➋ 

⑤ 

➋➎ 
④⑤ 

④⑤ 

後 

➋➎ 

第１－３貯蔵棟 後 ― ― ― 後 ― 後 後 

第１加工棟 
③ 

➌ 
― ― ― 

③ 

➌ 
③ ③⑤ ③⑤ 

第１廃棄物貯蔵棟 ⑤ ― ― ― ― ⑤ ⑤ ⑤ 

第２廃棄物貯蔵棟 ➍ ― ― ― ― ➍ ― ➍ 

第３廃棄物貯蔵棟 ⑤ ― ― ― ― ⑤ ― ⑤ 

第５廃棄物貯蔵棟 ④ ― ― ― ― ④ ― ④ 

発電機・ポンプ棟 ⑤ ― ― ― ― ― ― ⑤ 

遮蔽壁・防護壁 ③⑤ ― ― ― ― ― ― ― 

屋外 ― ― ― ― ― ― ④⑤ ⑤ 
適合性確認を行う施設 

①：第１次申請（令和元年 10 月 8日付け認可） 

②：第２次申請（令和元年 12 月 2日付け認可） 

③：第３次申請（令和 2年 10 月 2日付け認可） 

④：第４次申請（令和 3年 5月 24 日付け認可） 

⑤：第５次申請（本申請） 

後：後半申請 

撤去する施設 

➊：第１次申請（令和元年 10 月 8日付け認可） 

➋：第２次申請（令和元年 12 月 2日付け認可） 

➌：第３次申請（令和 2年 10 月 2日付け認可） 

➍：第４次申請（令和 3年 5月 24 日付け認可） 

➎：第５次申請（本申請） 

 

本申請は、設計が完了した成型施設の設備・機器、被覆施設の設備・機器、組立施

設の設備・機器、核燃料物質の貯蔵施設の設備・機器、放射性廃棄物の廃棄施設の建

物、設備・機器、放射線管理施設の設備・機器、その他の加工施設の建物・構築物、

設備・機器の一部について、新規制基準への適合性確認について申請するものである。 

 

表の記載を適正化する

ため。 

なお、本変更は適合性

確認を行う設工認次数

の記載の適正化であり、

適合性評価への影響は

なく、加工施設の保全

上支障のない変更であ

る。 
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変更箇所を下線又は雲マークで示す。 



























 

 

1
6 

 
変
更
理
由
 

検
査

の
方

法
を

適
正

化
す

る
た
め
。
 

な
お

、
本

変
更

は
検

査
の

方
法

の
追

加
で

あ
り

、
適

合
性

評
価

へ
の

影
響

は
な

く
、

加
工

施
設

の
保

全
上

支
障
の
な
い
変
更
で
あ
る
。 

変
 
更
 
後
 

5
44 

 

第ハ－４－２表 建物・構築物に係る検査の方法（既設部分） 

検査の項目 検査の方法(1) 判定基準 

火災区域貫通部  

電気・計装ケーブル、配
管、ダクト 
（既設） 

外観 
電気・計装ケーブル、配管、ダクトの貫通部の外観を目視
又は関係書類等により確認する。 

貫通部に隙間がなく、モルタルその他の不燃材料又は耐熱シール
材等の国土交通大臣の認定を受けたもので施工していること。 

配置 
電気・計装ケーブル、配管、ダクトの貫通部の位置を目視
又は関係書類等により確認する。 

貫通部の位置は図ハ－２Ｐ建－１－８のとおりであること。 

階間貫通部（溢水） 

配管（既設） 

外観 階間貫通部の外観を目視又は関係書類等により確認す
る。 

階間貫通部に隙間がなく、モルタルその他の不燃材料により閉止
され、耐火シール材にて仕上げていること。 

配置 階間貫通部の位置を目視又は関係書類等により確認す
る。 

階間貫通部の位置は図ハ－２Ｐ建－１－９のとおりであること。 

(1) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書・メーカ仕様書並びに非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 
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第ハ－４－２表 建物・構築物に係る検査の方法（既設部分） 

検査の項目 検査の方法(1) 判定基準 

火災区域貫通部 
電気・計装ケーブル 

（既設） 

外観 
電気・計装ケーブルの貫通部の外観を目視又は関係書類
等により確認する。 

貫通部に隙間がなく、耐熱シール材等の国土交通大臣の認定を受
けたもので施工していること。 

配置 
電気・計装ケーブルの貫通部の位置を目視又は関係書類
等により確認する。 

貫通部の位置は図ハ－２Ｐ建－１－８のとおりであること。 

配管、ダクト 
（既設） 

外観 
配管、ダクトの貫通部の外観を目視又は関係書類等によ
り確認する。 

貫通部に隙間がなく、モルタルその他の不燃材料又は耐熱シール
材等の国土交通大臣の認定を受けたもので施工していること。 

配置 
配管、ダクトの貫通部の位置を目視又は関係書類等によ
り確認する。 

貫通部の位置は図ハ－２Ｐ建－１－８のとおりであること。 

階間貫通部（溢水） 

配管（既設） 

外観 階間貫通部の外観を目視又は関係書類等により確認す
る。 

階間貫通部に隙間がなく、モルタルその他の不燃材料により閉止
され、耐火シール材にて仕上げていること。 

配置 階間貫通部の位置を目視又は関係書類等により確認す
る。 

階間貫通部の位置は図ハ－２Ｐ建－１－９のとおりであること。 

(1) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書・メーカ仕様書並びに非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 
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変 更 前（令和４年１１月１６日付け 原規規発第 2211164 号にて認可） 変 更 後 変更理由 

表ト－Ｗ１建－１ 第１廃棄物貯蔵棟  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-B1] 

第１廃棄物貯蔵棟は、建築基準法第二条第九号の二で定める耐火建築物

（耐火構造）とし、耐火性の高い設計とすることにより、火災の発生を防

止する。改造等で追加する材料は鋼等の不燃性又は難燃性材料とする。 

第１廃棄物貯蔵棟の材料を別表ト－Ｗ１建－１－１及び別表ト－Ｗ１

建－１－３～別表ト－Ｗ１建－１－５に示す。 

 

[11.3-B2] 

第１廃棄物貯蔵棟は、建築基準法に基づく防火区画を設けないため、建

物全体を１つの火災区域として設定する(13)。ただし、火災区域内に第１種

管理区域とそれ以外の区域を含むため、第１種管理区域とそれ以外の区域

を別の火災区画に設定する。 

各火災区画の耐火時間は火災区画の等価時間以上とする。 

 

○火災区域（Ｗ１）・火災区画 Ｗ１（Ⅰ）の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、区画境界スラブ及び特定防火設備（防火戸） 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2 時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）：1

時間） 

 

○火災区域（Ｗ１）・火災区画 Ｗ１（Ⅱ）の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、区画境界スラブ、特定防火設備（防火戸）、防火板及びダ

ンパー型ガラリ 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2 時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）：1

時間） 

防火板（板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

ダンパー型ガラリ（板厚さ 1.5 mm 以上：1 時間） 

 

第１廃棄物貯蔵棟の火災区画を図ト－Ｗ１建－２０に示す。 

 

 電源に接続する設備は、分電盤を金属製とするとともに、電気設備に関

する技術基準を定める省令第十四条に基づき、分電盤に配線用遮断器を設

け、また、導通部が没水水位より高くなる高さに配置し、シール等の被水

対策により水の侵入による電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B3] 

火災区域において火災が発生した場合に、当該火災区域外への延焼を防

止するために、建築基準法施行令第百十二条第２０項、建築基準法施行令

第百二十九条の二の四第１項第七号に基づき、電気・計装ケーブルが貫通

する火災区域境界の壁には耐熱シール材等の国土交通大臣の認定を受けた

ものを、配管、ダクトが貫通する火災区域境界の壁にはモルタルその他

の不燃材料又は耐熱シール材等の国土交通大臣の認定を受けたものを施

工する。 

また、火災区域境界でない火災区画境界の壁、床における電気・計装ケ

ーブル、配管、ダクトの貫通部については、火災区画間の火災の延焼を防

止するために、上記同様の耐熱シール材等又は不燃材料を施工する。 

火災区域貫通部、火災区画貫通部の配置図を図ト－Ｗ１建－２０(１)、

図ト－Ｗ１建－２０(２)に示す。 

 
 

表ト－Ｗ１建－１ 第１廃棄物貯蔵棟  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-B1] 

第１廃棄物貯蔵棟は、建築基準法第二条第九号の二で定める耐火建築物

（耐火構造）とし、耐火性の高い設計とすることにより、火災の発生を防

止する。改造等で追加する材料は鋼等の不燃性又は難燃性材料とする。 

第１廃棄物貯蔵棟の材料を別表ト－Ｗ１建－１－１及び別表ト－Ｗ１

建－１－３～別表ト－Ｗ１建－１－５に示す。 

 

[11.3-B2] 

第１廃棄物貯蔵棟は、建築基準法に基づく防火区画を設けないため、建

物全体を１つの火災区域として設定する(13)。ただし、火災区域内に第１種

管理区域とそれ以外の区域を含むため、第１種管理区域とそれ以外の区域

を別の火災区画に設定する。 

各火災区画の耐火時間は火災区画の等価時間以上とする。 

 

○火災区域（Ｗ１）・火災区画 Ｗ１（Ⅰ）の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、区画境界スラブ及び特定防火設備（防火戸） 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2 時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）：1

時間） 

 

○火災区域（Ｗ１）・火災区画 Ｗ１（Ⅱ）の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、区画境界スラブ、特定防火設備（防火戸）、防火板及びダ

ンパー型ガラリ 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2 時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）：1

時間） 

防火板（板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

ダンパー型ガラリ（板厚さ 1.5 mm 以上：1 時間） 

 

第１廃棄物貯蔵棟の火災区画を図ト－Ｗ１建－２０に示す。 

 

 電源に接続する設備は、分電盤を金属製とするとともに、電気設備に関

する技術基準を定める省令第十四条に基づき、分電盤に配線用遮断器を設

け、また、導通部が没水水位より高くなる高さに配置し、シール等の被水

対策により水の侵入による電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B3] 

火災区域において火災が発生した場合に、当該火災区域外への延焼を防

止するために、建築基準法施行令第百十二条第２０項、建築基準法施行令

第百二十九条の二の四第１項第七号に基づき、電気・計装ケーブル、配管、

ダクトが貫通する火災区域境界の壁にはモルタルその他の不燃材料又は

耐熱シール材等の国土交通大臣の認定を受けたものを施工する。 

また、火災区域境界でない火災区画境界の壁、床における電気・計装ケ

ーブル、配管、ダクトの貫通部については、火災区画間の火災の延焼を防

止するために、上記同様の耐熱シール材等又は不燃材料を施工する。 

火災区域貫通部、火災区画貫通部の配置図を図ト－Ｗ１建－２０(１)、

図ト－Ｗ１建－２０(２)に示す。 

 
 

火災区画貫通部の処置

を適正化するため。 

なお、本変更は貫通部の

処置に用いる材料の適

正化であり、適合性評

価への影響はなく、加工

施設の保全上支障のな

い変更である。 

1177 1177  
  

変更箇所を下線又は雲マークで示す。 
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変 更 前（令和４年１１月１６日付け 原規規発第 2211164 号にて認可） 変 更 後 変更理由 

表ト－Ｗ１設－２－１ 気体廃棄設備 No.2  仕様 

変更内容 

⑧防護板の設置（改造に係る仕様を本表（別表２）に示す。） 

周辺設備（空気コンプレッサ）からの火炎の伝播を防止するために、

防護板を追加する。 

 

⑨緊急遮断弁（冷却水）の耐震補強（改造に係る仕様を本表（別表２）

に示す。） 

循環冷却水（焼却炉）の配管系統に設置する{8059-2}緊急設備 緊急

遮断弁（冷却水）の耐震補強を行う。 

設置場所 
第１廃棄物貯蔵棟、屋外（緊急遮断弁（冷却水）） 

（各構成設備・機器の員数を本表（別表１）に示す。） 

員数 1 式（各構成設備・機器の員数を本表（別表１）に示す。） 

 

一

般

仕

様 

型式 各構成設備・機器の型式を本表（別表１）に示す。 

主要な構造材 各構成設備・機器の主要な構造材を本表（別表１）に示す。 

寸法（単位：mm） 各構成設備・機器の寸法を本表（別表１）に示す。 

その他の構成機器 
制御盤、各構成設備・機器のその他の構成機器を本表（別表１） 

安全機構及びインターロックの機器を本表（別表３）に示す。 

その他の性能 各構成設備・機器のその他の性能を本表（別表１）に示す。 

核燃料物質の状態 ― 

 核燃料物質の臨界防止 ― 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

安全機能を有する施設の地盤 

[5.1-F1] 

下記設備は{6138}焼却設備 焼却炉 架台に固定する。 

{6057}No.5 フィルタユニット 

{6059}No.3 フィルタユニット 

{6060}No.4 フィルタユニット 

当該架台は安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤

に設置された第１廃棄物貯蔵棟の土間コンクリートに設置し、壁に固定

する。 

 

下記設備は安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤

に設置された土間コンクリートに設置し、第１廃棄物貯蔵棟の壁に固定

する。 

{6058}No.8 フィルタユニット 

 

上記以外の設備は、安全機能を有する施設を十分に支持することがで

きる地盤に設置された第１廃棄物貯蔵棟の床、壁等に固定する。 

 

地震による損傷の防止 

[6.1-F1] 

○ダクト、フィルタユニット（設備排気用）、閉じ込め弁、閉じ込めダン

パー 

下記の設備・機器について、区間に応じた耐震重要度分類に基づく地震

力に耐える支持間隔で支持する。 

耐震重要度分類 第２類： 

・排風機室側のフィルタユニット（No.1 フィルタユニット、No.2 フ

ィルタユニット、No.5 フィルタユニット、No.8 フィルタユニット）

から排風機までの区間のダクト、並びに閉じ込め弁及び閉じ込め

ダンパー 

・保護すべき第２類の設備・機器及び避難経路に影響を与える区間

のダクト（本設備では該当区間なし） 

耐震重要度分類 第３類： 

上記以外の区間のダクト及びフィルタユニット（設備排気用） 

 

{6063}ダクト、{6064}ダクト、{6065}ダクト、{6066}ダクト、{6079}ダク

ト、{6061}No.6 フィルタユニット、{6062}No.7 フィルタユニット、{6067}

閉じ込め弁、{6068}閉じ込め弁、{6069}閉じ込め弁、{6070}閉じ込め弁、

{6071}閉じ込め弁、{6071-2}閉じ込め弁、{6071-3}閉じ込め弁、{6071-4}

閉じ込め弁、{6072}閉じ込めダンパー、{6073}閉じ込めダンパー、{6074}

閉じ込めダンパー、{6075}閉じ込めダンパー、{6076}閉じ込めダンパー、

{6076-2}閉じ込めダンパー、{6076-3}閉じ込めダンパー、{6076-4}閉じ込

めダンパー 
 

表ト－Ｗ１設－２－１ 気体廃棄設備 No.2  仕様 

変更内容 

⑧防護板の設置（改造に係る仕様を本表（別表２）に示す。） 
周辺設備（空気コンプレッサ）からの火炎の伝播を防止するために、

防護板を追加する。 
 

⑨緊急遮断弁（冷却水）の耐震補強（改造に係る仕様を本表（別表２）
に示す。） 
循環冷却水（焼却炉）の配管系統に設置する{8059-2}緊急設備 緊急

遮断弁（冷却水）の耐震補強を行う。 
 

⑩フレキシブルダクトの追加・変更（改造に係る仕様を本表（別表２） 
に示す。） 
系統２（局所排気系統）及び系統４（局所排気系統）のダクトと接続

している設備・機器との間に設けるフレキシブルダクトについて追加、
又は位置の変更を行う。 

設置場所 
第１廃棄物貯蔵棟、屋外（緊急遮断弁（冷却水）） 
（各構成設備・機器の員数を本表（別表１）に示す。） 

員数 1 式（各構成設備・機器の員数を本表（別表１）に示す。） 

 

一

般

仕

様 

型式 各構成設備・機器の型式を本表（別表１）に示す。 

主要な構造材 各構成設備・機器の主要な構造材を本表（別表１）に示す。 

寸法（単位：mm） 各構成設備・機器の寸法を本表（別表１）に示す。 

その他の構成機器 
制御盤、各構成設備・機器のその他の構成機器を本表（別表１） 
安全機構及びインターロックの機器を本表（別表３）に示す。 

その他の性能 各構成設備・機器のその他の性能を本表（別表１）に示す。 

核燃料物質の状態 ― 

 核燃料物質の臨界防止 ― 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

安全機能を有する施設の地盤 

[5.1-F1] 
下記設備は{6138}焼却設備 焼却炉 架台に固定する。 

{6057}No.5 フィルタユニット 
{6059}No.3 フィルタユニット 
{6060}No.4 フィルタユニット 

当該架台は安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤
に設置された第１廃棄物貯蔵棟の土間コンクリートに設置し、壁に固定
する。 
 
下記設備は安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤

に設置された土間コンクリートに設置し、第１廃棄物貯蔵棟の壁に固定
する。 
{6058}No.8 フィルタユニット 

 
上記以外の設備は、安全機能を有する施設を十分に支持することがで

きる地盤に設置された第１廃棄物貯蔵棟の床、壁等に固定する。 

 

地震による損傷の防止 

[6.1-F1] 
○ダクト、フィルタユニット（設備排気用）、閉じ込め弁、閉じ込めダン
パー 
下記の設備・機器について、区間に応じた耐震重要度分類に基づく地震

力に耐える支持間隔で支持する。 
耐震重要度分類 第２類： 

・排風機室側のフィルタユニット（No.1 フィルタユニット、No.2 フ
ィルタユニット、No.5 フィルタユニット、No.8 フィルタユニット）
から排風機までの区間のダクト、並びに閉じ込め弁及び閉じ込め
ダンパー 

・保護すべき第２類の設備・機器及び避難経路に影響を与える区間
のダクト（本設備では該当区間なし） 

耐震重要度分類 第３類： 
上記以外の区間のダクト及びフィルタユニット（設備排気用） 
 

{6063}ダクト、{6064}ダクト、{6065}ダクト、{6066}ダクト、{6079}ダク
ト、{6061}No.6 フィルタユニット、{6062}No.7 フィルタユニット、{6067}
閉じ込め弁、{6068}閉じ込め弁、{6069}閉じ込め弁、{6070}閉じ込め弁、
{6071}閉じ込め弁、{6071-2}閉じ込め弁、{6071-3}閉じ込め弁、{6071-4}
閉じ込め弁、{6072}閉じ込めダンパー、{6073}閉じ込めダンパー、{6074}
閉じ込めダンパー、{6075}閉じ込めダンパー、{6076}閉じ込めダンパー、
{6076-2}閉じ込めダンパー、{6076-3}閉じ込めダンパー、{6076-4}閉じ込
めダンパー 

 

変更内容の改造に関す

る記載を適正化するた

め。 

なお、本変更は変更内

容の記載の追加であり、

適合性評価への影響は

なく、加工施設の保全

上支障のない変更であ

る。 

1197 1197  
  

変更箇所を下線又は雲マークで示す。 
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第ト－３表 建物・構築物に係る検査の方法（３／３）（ａ．第１廃棄物貯蔵棟（既設部分）） 

検査の項目 検査の方法(1) 判定基準(2) 

開口部 建具共通（扉、シャッ
タ、ガラリ、防火板） 

材料 材料を目視又は関係書類等により確認する。 材料が別表ト－Ｗ１建－１－５のとおりであること。 

配置 建具の配置を目視又は関係書類等により確認する。 建具の配置が図ト－Ｗ１建－１～図ト－Ｗ１建－４のとおりである
こと。 

防火戸 材料 材料を目視又は関係書類等により確認する。 防火戸が建築基準法施行令第百十二条（関連告示を含む）に定めると
おり、0.5 mm 以上の鉄板又は鋼板を骨組みの両面に貼ったもの、又は 
1.5 mm 以上の鉄板又は鋼板で造られたものであること。 

外観 防火戸を開放し、手を離せば自動で閉鎖する常時閉鎖式であること
を目視により確認する。 

扉を開放し、手を離せば自動で閉鎖すること。 

防火板 材料 材料を目視又は関係書類等により確認する。 材料が図ト－Ｗ１建－１０のとおりであること。 

溢水防護区画上の扉 外観 エアタイト扉（PAT仕様）であることを目視又は関係書類等に確認
する。 

扉が別表ト－Ｗ１建－１－５のとおりエアタイト扉（PAT 仕様）であ
ること。 

材料 扉の材料を目視又は関係書類等により確認する。 図ト－Ｗ１建－２２（１）のとおり鋼製扉であること。 

開口部 寸法 階段開口部の流路断面積を測定又は関係書類等により確認する。 階段開口部が 0.03 m2 以上の流路断面積であること。 

梯子 梯子 材料 材料を目視又は関係書類等により確認する。 材料が別表ト－Ｗ１建－１－５のとおりであること。 

外観 梯子の据付状態を目視又は関係書類等により確認する。 梯子を建物部材に固定していること。 

配置 梯子の配置を目視又は関係書類等により確認する。 梯子の配置が図ト－Ｗ１建－１４のとおりであること。 

床面貫通部（溢水） 
 

外観 床面貫通部の外観を目視又は関係書類等により確認する。 貫通部に隙間がなく、モルタル、その他の不燃材料により閉止され、
耐火シール材にて仕上げていること。 

配置 床面貫通部の位置を目視又は関係書類等により確認する。 貫通部の位置は図ト－Ｗ１建－２１のとおりであること。 

堰 
 

鉄筋コンクリート 材料 材料を目視又は関係書類等により確認する。 材料が別表ト－Ｗ１建－１－５のとおりであること。 

寸法 堰の寸法（高さ）を測定又は関係書類等により確認する。 堰の高さが別表ト－Ｗ１建－１－５のとおりであること。 

配置 堰の配置を目視又は関係書類等により確認する。 堰の配置が図ト－Ｗ１建－２１のとおりであること。 

地下貯蔵
ピット 

鉄筋コンクリート壁・
床 

材料 材料を目視又は関係書類等により確認する。 材料が別表ト－Ｗ１建－１－５のとおりであること。 

配置 配置を目視又は関係書類等により確認する。 地下貯槽ピットの配置が図ト－Ｗ１建－２２（４）のとおりであるこ
と。 

外観 地下貯槽ピット壁（床面から高さ2 mまで）及び床の仕上げを目視
又は関係書類等により確認する。 

別表ト－Ｗ１建－１－５に示すウランが浸透しにくく、除染が容易で
腐食しにくい材料で仕上げてあること。 

火災区域
境界、火
災区画境
界貫通部 

電気・計装ケーブル、配
管、ダクト 
 

外観 火災区域境界、火災区画境界の貫通部の外観を目視又は関係書類等
により確認する。 

貫通部に隙間がなく、モルタルその他の不燃材料又は耐熱シール材等
の国土交通大臣の認定を受けたもので施工していること。 

配置 火災区域境界、火災区画境界の貫通部の位置を目視又は関係書類等
により確認する。 

貫通部の位置は図ト－Ｗ１建－２０(１) 、図ト－Ｗ１建－２０（２）
のとおりであること。 

(1) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書・メーカ仕様書並びに非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 

(2)  検査の判定基準となる数値の施工誤差は、日本建築学会等の基準による許容差とする。 
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第ト－３表 建物・構築物に係る検査の方法（３／３）（ａ．第１廃棄物貯蔵棟（既設部分）） 

検査の項目 検査の方法(1) 判定基準(2) 

開口部 建具共通（扉、シャッ
タ、ガラリ、防火板） 

材料 材料を目視又は関係書類等により確認する。 材料が別表ト－Ｗ１建－１－５のとおりであること。 

配置 建具の配置を目視又は関係書類等により確認する。 建具の配置が図ト－Ｗ１建－１～図ト－Ｗ１建－４のとおりである
こと。 

防火戸 材料 材料を目視又は関係書類等により確認する。 防火戸が建築基準法施行令第百十二条（関連告示を含む）に定めると
おり、0.5 mm 以上の鉄板又は鋼板を骨組みの両面に貼ったもの、又は 
1.5 mm 以上の鉄板又は鋼板で造られたものであること。 

外観 防火戸を開放し、手を離せば自動で閉鎖する常時閉鎖式であること
を目視により確認する。 

扉を開放し、手を離せば自動で閉鎖すること。 

防火板 材料 材料を目視又は関係書類等により確認する。 材料が図ト－Ｗ１建－１０のとおりであること。 

溢水防護区画上の扉 外観 エアタイト扉（PAT 仕様）であることを目視又は関係書類等に確認
する。 

扉が別表ト－Ｗ１建－１－５のとおりエアタイト扉（PAT 仕様）であ
ること。 

材料 扉の材料を目視又は関係書類等により確認する。 図ト－Ｗ１建－２２（１）のとおり鋼製扉であること。 

開口部 寸法 階段開口部の流路断面積を測定又は関係書類等により確認する。 階段開口部が 0.03 m2 以上の流路断面積であること。 

梯子 梯子 材料 材料を目視又は関係書類等により確認する。 材料が別表ト－Ｗ１建－１－５のとおりであること。 

外観 梯子の据付状態を目視又は関係書類等により確認する。 梯子を建物部材に固定していること。 

配置 梯子の配置を目視又は関係書類等により確認する。 梯子の配置が図ト－Ｗ１建－１４のとおりであること。 

床面貫通部（溢水） 外観 床面貫通部の外観を目視又は関係書類等により確認する。 貫通部に隙間がなく、モルタル、その他の不燃材料により閉止され、
耐火シール材にて仕上げていること。 

配置 床面貫通部の位置を目視又は関係書類等により確認する。 貫通部の位置は図ト－Ｗ１建－２１のとおりであること。 

堰 
 

鉄筋コンクリート 材料 材料を目視又は関係書類等により確認する。 材料が別表ト－Ｗ１建－１－５のとおりであること。 

寸法 堰の寸法（高さ）を測定又は関係書類等により確認する。 堰の高さが別表ト－Ｗ１建－１－５のとおりであること。 

配置 堰の配置を目視又は関係書類等により確認する。 堰の配置が図ト－Ｗ１建－２１のとおりであること。 

地下貯蔵
ピット 

鉄筋コンクリート壁・
床 

材料 材料を目視又は関係書類等により確認する。 材料が別表ト－Ｗ１建－１－５のとおりであること。 

配置 配置を目視又は関係書類等により確認する。 地下貯槽ピットの配置が図ト－Ｗ１建－２２（４）のとおりであるこ
と。 

外観 地下貯槽ピット壁（床面から高さ2 mまで）及び床の仕上げを目視
又は関係書類等により確認する。 

別表ト－Ｗ１建－１－５に示すウランが浸透しにくく、除染が容易で
腐食しにくい材料で仕上げてあること。 

火災区域
境界、火
災区画境
界貫通部 

電気・計装ケーブル 外観 火災区域境界、火災区画境界の貫通部の外観を目視又は関係書類等
により確認する。 

貫通部に隙間がなく、耐熱シール材等の国土交通大臣の認定を受けた
もので施工していること。 

配置 火災区域境界、火災区画境界の貫通部の位置を目視又は関係書類等
により確認する。 

貫通部の位置は図ト－Ｗ１建－２０(１)、図ト－Ｗ１建－２０（２）
のとおりであること。 

配管、ダクト 外観 火災区域境界、火災区画境界の貫通部の外観を目視又は関係書類等
により確認する。 

貫通部に隙間がなく、モルタルその他の不燃材料又は耐熱シール材等
の国土交通大臣の認定を受けたもので施工していること。 

配置 火災区域境界、火災区画境界の貫通部の位置を目視又は関係書類等
により確認する。 

貫通部の位置は図ト－Ｗ１建－２０(１) 、図ト－Ｗ１建－２０（２）
のとおりであること。 

(1) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書・メーカ仕様書並びに非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 
(2)  検査の判定基準となる数値の施工誤差は、日本建築学会等の基準による許容差とする。 
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第ト－６表 設備・機器に係る試験及び検査の項目（２／９） 

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容 
第１号検査 第２号検査 

外観 配置 員数 据付 材料 系統 面速 負圧 IL* 作動 処理能力 

放射性 

廃棄物の

廃棄施設 

第２加工棟 給気系統 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系

統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(4) ― ― ― ― ②(4)③(4) 

  気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系

統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(4) ― ― ― ① ②(4)③(4) 

   気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系

統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） 
閉じ込めダンパー 変更なし ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(4) ― ― ①(4) ― ②(4)③(4) 

  ― 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系

統Ⅱ系統Ⅴ 
差圧計 改造 ①⑦ ① ① ① ① ①(4) ― ― ①(4) ① ②(4)③(4) 

 
 

― 気体廃棄設備 No.1（系統Ⅰ、

系統Ⅱ、系統Ⅴ、給気系統） 
― 改造 ⑧ ― ― ― ― ① ― ― ① ― ②③ 

 
 

第２排風機室 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部

屋排気系統） 
排風機（303-F） 変更なし ①⑦⑧ ① ① ① ① ①(5) ― ― ①(5) ① ②(5)③(5) 

 
 

 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局

所排気系統） 
排風機（306-F） 変更なし ①⑦⑧ ① ① ① ① 

①(5) 

② 
― ― ①(5) ① ②(5)③(5) 

 
 

第２フィルタ室 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部

屋排気系統） 

フィルタユニット（FU-

403） 
変更なし ①⑧ ① ① ① ① ①(5) ― ― ― ― 

②(5)③(5) 

④ 

 
 

 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局

所排気系統） 

フィルタユニット（FU-

406） 
改造 ①⑧ ① ① ① ① ①(5) ― ― ― ― 

②(5)③(5) 

④ 

 
系統Ⅵ 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局

所排気系統） 

フィルタユニット（設備排

気用） 
改造 ① ① ① ④ ① ①(5) ― ― ― ― 

②(5)③(5) 

④ 

 
 

系統Ⅲ 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部

屋排気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(5) ― ― ― ― ②(5)③(5) 

 
 

 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部

屋排気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(5) ― ― ― ① ②(5)③(5) 

 
 

 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部

屋排気系統） 
閉じ込めダンパー 改造 ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(5) ― ― ①(5) ― ②(5)③(5) 

 
 

系統Ⅵ 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局

所排気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(5) ― ― ― ― ②(5)③(5) 

 
 

 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局

所排気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(5) ― ― ― ① ②(5)③(5) 

 
 

 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局

所排気系統） 
閉じ込めダンパー 改造 ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(5) ― ― ①(5) ― ②(5)③(5) 

  第２排風機室 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系

統Ⅵ（給気系統） 
給気ユニット（202AC） 変更なし ①⑦⑧ ① ① ④ ① ①(5) ― ― ①(5) ― ②(5)③(5) 
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第ト－６表 設備・機器に係る試験及び検査の項目（２／９） 

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容 
第１号検査 第２号検査 

外観 配置 員数 据付 材料 系統 面速 負圧 IL* 作動 処理能力 

放射性 

廃棄物の

廃棄施設 

第２加工棟 給気系統 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系

統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(4) ― ― ― ― ②(4)③(4) 

  気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系

統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(4) ― ― ― ① ②(4)③(4) 

   気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系

統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） 
閉じ込めダンパー 変更なし ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(4) ― ― ①(4) ― ②(4)③(4) 

  ― 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系

統Ⅱ系統Ⅴ 
差圧計 改造 ①⑦ ① ① ① ① ①(4) ― ― ①(4) ① ②(4)③(4) 

 
 

― 気体廃棄設備 No.1（系統Ⅰ、

系統Ⅱ、系統Ⅴ、給気系統） 
― 改造 ⑧ ― ― ― ― ① ― ― ① ― ②③ 

 
 

第２排風機室 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部

屋排気系統） 
排風機（303-F） 変更なし ①⑦⑧ ① ① ① ① ①(5) ― ― ①(5) ① ②(5)③(5) 

 
 

 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局

所排気系統） 
排風機（306-F） 変更なし ①⑦⑧ ① ① ① ① 

①(5) 

② 
― ― ①(5) ① ②(5)③(5) 

 
 

第２フィルタ室 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部

屋排気系統） 

フィルタユニット（FU-

403） 
変更なし ①⑧ ① ① ① ① ①(5) ― ― ― ― 

②(5)③(5) 

④ 

 
 

 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局

所排気系統） 

フィルタユニット（FU-

406） 
改造 ①⑧ ① ① ① ① ①(5) ― ― ― ― 

②(5)③(5) 

④ 

 
系統Ⅵ 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局

所排気系統） 

フィルタユニット（設備排

気用） 
改造 ① ① ① ④ ① ①(5) ― ― ― ― 

②(5)③(5) 

④ 

 
 

系統Ⅲ 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部

屋排気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(5) ― ― ― ― ②(5)③(5) 

 
 

 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部

屋排気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(5) ― ― ― ① ②(5)③(5) 

 
 

 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部

屋排気系統） 
閉じ込めダンパー 改造 ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(5) ― ― ①(5) ― ②(5)③(5) 

 
 

系統Ⅵ 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局

所排気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(5) ― ― ― ― ②(5)③(5) 

 
 

 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局

所排気系統） 
閉じ込め弁 改造 ① ① ① ④(2) ① ①(5) ― ― ― ① ②(5)③(5) 

 
 

 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局

所排気系統） 
閉じ込めダンパー 改造 ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(5) ― ― ①(5) ― ②(5)③(5) 

  第２排風機室 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系

統Ⅵ（給気系統） 
給気ユニット（202AC） 変更なし ①⑦⑧ ① ① ④ ① ①(5) ― ― ①(5) ― ②(5)③(5) 
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第ト－６表 設備・機器に係る試験及び検査の項目（７／９） 

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容 
第１号検査 第２号検査 

外観 配置 員数 据付 材料 系統 面速 負圧 IL* 作動 処理能力 

放射性 

廃棄物の

廃棄施設 

第１廃棄物

貯蔵棟 

系統１ 気体廃棄設備 No.2 系統１（部

屋排気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(8) ― ― ― ― ②(8)③(8) 

  気体廃棄設備 No.2 系統１（部

屋排気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ― ① ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2 系統１（部

屋排気系統） 
閉じ込めダンパー 改造 ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 

 
系統２ 気体廃棄設備 No.2 系統２（局

所排気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(8) ― ― ― ― ②(8)③(8) 

 
 気体廃棄設備 No.2 系統２（局

所排気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ― ① ②(8)③(8) 

 
 

 気体廃棄設備 No.2 系統２（局

所排気系統） 
閉じ込めダンパー 改造 ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 

 
 

系統３ 気体廃棄設備 No.2 系統３（局

所排気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(8) ― ― ― ― ②(8)③(8) 

 
 

 気体廃棄設備 No.2 系統３（局

所排気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ― ① ②(8)③(8) 

 
  

気体廃棄設備 No.2 系統３（局

所排気系統） 
閉じ込めダンパー 変更なし ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 

 
 

系統４ 気体廃棄設備 No.2 系統４（局

所排気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(8) ― ― ― ― ②(8)③(8) 

 
 

 気体廃棄設備 No.2 系統４（局

所排気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ― ① ②(8)③(8) 

 
 

 気体廃棄設備 No.2 系統４（局

所排気系統） 
閉じ込めダンパー 変更なし ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 

  給気系統 気体廃棄設備 No.2 系統１系

統２系統３系統４（給気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ― ① ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2 系統１系

統２系統３系統４（給気系統） 
閉じ込めダンパー 改造 ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2 系統１系

統２系統３系統４（給気系統） 
給気ファン 変更なし ①⑦ ① ① ④ ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2 系統１系

統２系統３系統４（給気系統） 
給気フィルタ 変更なし ① ① ① ④ ① ①(8) ― ― ― ― ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2 系統１系

統２系統３系統４（給気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(8) ― ― ― ― ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2  

系統３（フィルタ冷却給気） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ― ① ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2  

系統３（フィルタ冷却給気） 
閉じ込めダンパー 変更なし ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 
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6
4
号
に
て
認
可
）
 

1
83
1 

第ト－６表 設備・機器に係る試験及び検査の項目（７／９） 

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容 
第１号検査 第２号検査 

外観 配置 員数 据付 材料 系統 面速 負圧 IL* 作動 処理能力 

放射性 

廃棄物の

廃棄施設 

第１廃棄物

貯蔵棟 

系統１ 気体廃棄設備 No.2 系統１（部

屋排気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(8) ― ― ― ― ②(8)③(8) 

  気体廃棄設備 No.2 系統１（部

屋排気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ― ① ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2 系統１（部

屋排気系統） 
閉じ込めダンパー 改造 ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 

 
系統２ 気体廃棄設備 No.2 系統２（局

所排気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(8) ― ― ― ― ②(8)③(8) 

 
 気体廃棄設備 No.2 系統２（局

所排気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ― ① ②(8)③(8) 

 
 

 気体廃棄設備 No.2 系統２（局

所排気系統） 
閉じ込めダンパー 改造 ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 

 
 

系統３ 気体廃棄設備 No.2 系統３（局

所排気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(8) ― ― ― ― ②(8)③(8) 

 
 

 気体廃棄設備 No.2 系統３（局

所排気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ― ① ②(8)③(8) 

 
  

気体廃棄設備 No.2 系統３（局

所排気系統） 
閉じ込めダンパー 変更なし ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 

 
 

系統４ 気体廃棄設備 No.2 系統４（局

所排気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(8) ― ― ― ― ②(8)③(8) 

 
 

 気体廃棄設備 No.2 系統４（局

所排気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ― ① ②(8)③(8) 

 
 

 気体廃棄設備 No.2 系統４（局

所排気系統） 
閉じ込めダンパー 変更なし ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 

  給気系統 気体廃棄設備 No.2 系統１系

統２系統３系統４（給気系統） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ― ① ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2 系統１系

統２系統３系統４（給気系統） 
閉じ込めダンパー 変更なし ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2 系統１系

統２系統３系統４（給気系統） 
給気ファン 変更なし ①⑦ ① ① ④ ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2 系統１系

統２系統３系統４（給気系統） 
給気フィルタ 変更なし ① ① ① ④ ① ①(8) ― ― ― ― ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2 系統１系

統２系統３系統４（給気系統） 
ダクト(1) 改造 ① ① ― ④⑥ ① ①(8) ― ― ― ― ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2  

系統３（フィルタ冷却給気） 
閉じ込め弁 変更なし ① ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ― ① ②(8)③(8) 

   気体廃棄設備 No.2  

系統３（フィルタ冷却給気） 
閉じ込めダンパー 変更なし ①⑦ ① ① ④(2) ① ①(8) ― ― ①(8) ― ②(8)③(8) 

 

 

変
更
箇
所
を
下
線
又
は
雲
マ
ー
ク
で
示
す
。
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変 更 前（令和４年１１月１６日付け 原規規発第 2211164 号にて認可） 変 更 後 変更理由 

 

表チ－１ 放射線管理施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

員数 変更内容 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１出入管理室 

放射線監視盤 {7013} 

放射線監視盤（ダストモ

ニタ） 

― 

ダストモニタ 

放射線監視盤 

1 式 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２粉末受入室、第２

ペレット保管室、第２

－１混合室、第２－１

ペレット室、第２－１

燃料棒加工室、第２－

２混合室、第２－２ペ

レット室、第２－２燃

料棒加工室、第２分析

室、第２開発室、第２

燃料棒保管室、第２－

１組立室、第２集合体

保管室、第２－１燃料

棒検査室、第２輸送容

器保管室、第２梱包室 

ガンマ線エリアモ

ニタ 

{7009} 

ガンマ線エリアモニタ 

検出器 

γ線エリアモニタ 

検出器 

1 式 

変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２出入管理室 

放射線監視盤 {7012} 

放射線監視盤（ガンマ線

エリアモニタ） 

― 

γ線エリアモニタ 

放射線監視盤（γ線

エリアモニタ） 

1 式 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第１廃棄物貯蔵棟 

流し {7014} 

流し 

― 

― 1 式 変
更
な
し 

 

第１加工棟 

第２加工棟 

第１廃棄物貯蔵棟 

低バックグラウン

ドカウンタ 

{7016} 

低バックグラウンドカ

ウンタ 

― 

試料測定用設備 

低バックグラウン

ドカウンタ 

1 式 
変
更
な
し 

 

屋外 気象観測装置 {7033} 

気象観測装置 

― 

― 1 式 変
更
な
し 

 

第１加工棟 

第２加工棟 

第１廃棄物貯蔵棟 

事務棟、保安棟 

警報集中表示盤 {7037} 

警報集中表示盤 

非常用通報設備 

警報集中表示盤 

1 式 
変
更
な
し 

 

第１加工棟 

第１－１輸送物保管

室、第１－１輸送物搬

出入室 

ガンマ線エリアモ

ニタ 

{7008} 

ガンマ線エリアモニタ 

検出器※３ 

γ線エリアモニタ 

検出器 

1 式 

(2 台) 移
設 

①ガ ン マ 線 エ リ ア

モ ニ タ 検 出 器 の

一部移設 

屋外 モニタリングポス

ト 

{7026} 

モニタリングポスト

No.1※４ 

― 

― 1 式 

(1 台) 

改
造 

伝送系の多様性を確

保するため、有線式の

伝送系に加え無線式

の伝送系を有する仕

様の機器を新たに設

置し、既設の機器を撤

去する。 
 

 

表チ－１ 放射線管理施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

員数 変更内容 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１出入管理室 

放射線監視盤 {7013} 

放射線監視盤（ダストモ

ニタ） 

― 

ダストモニタ 

放射線監視盤 

1 式 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２粉末受入室、第２

ペレット保管室、第２

－１混合室、第２－１

ペレット室、第２－１

燃料棒加工室、第２－

２混合室、第２－２ペ

レット室、第２－２燃

料棒加工室、第２分析

室、第２開発室、第２

燃料棒保管室、第２－

１組立室、第２集合体

保管室、第２－１燃料

棒検査室、第２輸送容

器保管室、第２梱包室 

ガンマ線エリアモ

ニタ 

{7009} 

ガンマ線エリアモニタ 

検出器 

γ線エリアモニタ 

検出器 

1 式 

変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２出入管理室 

放射線監視盤 {7012} 

放射線監視盤（ガンマ線

エリアモニタ） 

― 

γ線エリアモニタ 

放射線監視盤（γ線

エリアモニタ） 

1 式 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第１廃棄物貯蔵棟 

流し {7014} 

流し 

― 

― 1 式 変
更
な
し 

 

第１加工棟 

第２加工棟 

第１廃棄物貯蔵棟 

低バックグラウン

ドカウンタ 

{7016} 

低バックグラウンドカ

ウンタ 

― 

試料測定用設備 

低バックグラウン

ドカウンタ 

1 式 
変
更
な
し 

 

屋外 気象観測装置 {7033} 

気象観測装置 

― 

― 1 式 変
更
な
し 

 

第１加工棟 

第２加工棟 

第１廃棄物貯蔵棟 

事務棟、保安棟 

警報集中表示盤 {7037} 

警報集中表示盤 

非常用通報設備 

警報集中表示盤 

1 式 
変
更
な
し 

 

第１加工棟 

第１－１輸送物保管

室、第１－１輸送物搬

出入室 

ガンマ線エリアモ

ニタ 

{7008} 

ガンマ線エリアモニタ 

検出器※３ 

γ線エリアモニタ 

検出器 

1 式 

(2 台) 移
設 

①ガ ン マ 線 エ リ ア

モ ニ タ 検 出 器 の

一部移設 

屋外 モニタリングポス

ト 

{7026} 

モニタリングポスト

No.1※４ 

― 

― 1 式 

(1 台) 

改
造 

伝送系の多様性を確

保するため、有線式の

伝送系に加え無線式

の伝送系を有する仕

様の機器を新たに設

置する。 

 

変更内容の記載を適正

化するため。 

なお、本変更は設工認

対象外の工事の計画に

係る記載の削除であり、

適合性評価への影響は

なく、加工施設の保全

上支障のない変更であ

る。 

1842 1842  
  

変更箇所を下線又は雲マークで示す。 
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変 更 前（令和４年１１月１６日付け 原規規発第 2211164 号にて認可） 変 更 後 変更理由 

 

表チ－１ 放射線管理施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

員数 変更内容 

屋外 モニタリングポス

ト 

{7027} 

モニタリングポスト

No.2※４ 

― 

― 1 式 

(1 台) 

改
造 

伝送系の多様性を確

保するため、有線式の

伝送系に加え無線式

の伝送系を有する仕

様の機器を新たに設

置し、既設の機器を撤

去する。 

第２加工棟 

第２出入管理室 

モニタリングポス

ト 

{7027-2} 

放射線監視盤（モニタリ

ングポスト）※４ 

― 

― 1 式 

 (1 台) 

改
造 

伝送系の多様性を確

保するため、有線式の

伝送系に加え無線式

の伝送系を有する仕

様の機器を新たに設

置し、既設の機器を撤

去する。 

(1) 添付書類１に加工事業変更許可における施設名称と設工認における施設名称の対比、当該施設の設工認への

対応状況を示す。 

(2) ※の注釈は以下を示す。※ｎ：当該建物・構築物又は設備・機器は、本申請で、ｎ次申請において「次回以降

の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請か

ら追加で本申請の対象とする箇所の適合性を確認する。 

 

 

 

表チ－１ 放射線管理施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

員数 変更内容 

屋外 モニタリングポス

ト 

{7027} 

モニタリングポスト

No.2※４ 

― 

― 1 式 

(1 台) 

改
造 

伝送系の多様性を確

保するため、有線式の

伝送系に加え無線式

の伝送系を有する仕

様の機器を新たに設

置する。 

 

第２加工棟 

第２出入管理室 

モニタリングポス

ト 

{7027-2} 

放射線監視盤（モニタリ

ングポスト）※４ 

― 

― 1 式 

 (1 台) 

改
造 

伝送系の多様性を確

保するため、有線式の

伝送系に加え無線式

の伝送系を有する仕

様の機器を新たに設

置する。 

 

(1) 添付書類１に加工事業変更許可における施設名称と設工認における施設名称の対比、当該施設の設工認への

対応状況を示す。 

(2) ※の注釈は以下を示す。※ｎ：当該建物・構築物又は設備・機器は、本申請で、ｎ次申請において「次回以降

の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請か

ら追加で本申請の対象とする箇所の適合性を確認する。 

変更内容の記載を適正

化するため。 

なお、本変更は設工認

対象外の工事の計画に

係る記載の削除であり、

適合性評価への影響は

なく、加工施設の保全

上支障のない変更であ

る。 

1843 1843  
  

変更箇所を下線又は雲マークで示す。 
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変 更 前（令和４年１１月１６日付け 原規規発第 2211164 号にて認可） 変 更 後 変更理由 

表リ－１（３） その他の加工施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容（建物、設備・機器の付属設備等） 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

員数 変更内容 

＜設備・機器＞ 

第１廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 {8007-3} 

通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送

設備（スピーカ）） 

― 1 式 

改
造 

全数取替え 

第１廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 {8007-14} 

通信連絡設備 

所内通信連絡設備（所内

携帯電話機（PHSアンテ

ナ）） 

― 1 式 

改
造 

一部移設、残り再据付け 

第１廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 {8009-2} 

火災感知設備 

自動火災報知設備（感知

器） 

自動火災報知設備 

検出器 

1 式 

改
造 

再据付け 

第１廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 {8009-12} 

火災感知設備 

自動火災報知設備（受信

機） 

自動火災報知設備 

火災受信器盤 

1 式 

改
造 

再据付け 

第１廃棄物貯蔵棟 消火器 {8010-2} 

消火設備 

消火器 

― 1 式 
改
造 

一部移設 

第１廃棄物貯蔵棟 避難通路 {8031} 

緊急設備 

避難通路 

― 1 式 
新
設 

 

第１廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導

灯 

{8032} 

緊急設備 

非常用照明 

― 1 式 
改
造 

全数取替え 

第１廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導

灯 

{8032-2} 

緊急設備 

誘導灯 

― 1 式 
改
造 

一部移設、残り再据付け 

第３廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 {8007-4} 

通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送

設備（スピーカ）） 

非常通報設備 

放送用スピーカ 

1 式 

改
造 

全数取替え 

第３廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 {8009-3} 

火災感知設備 

自動火災報知設備（感知

器） 

自動火災警報設備 

感知器 

1 式 

改
造 

再据付け 

第３廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 {8009-13} 

火災感知設備 

自動火災報知設備（受信

機） 

自動火災警報設備 

火災受信器盤 

1 式 

改
造 

再据付け 

第３廃棄物貯蔵棟 消火器 {8010-3} 

消火設備 

消火器 

― 1 式 変
更
な
し 

 

第３廃棄物貯蔵棟 避難通路 {8033} 

緊急設備 

避難通路 

― 1 式 
新
設 

 

第３廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導

灯 

{8036} 

緊急設備 

非常用照明 

― 1 式 
改
造 

全数取替え 

第３廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導

灯 

{8036-2} 

緊急設備 

誘導灯 

― 1 式 
改
造 

再据付け 

 

表リ－１（３） その他の加工施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容（建物、設備・機器の付属設備等） 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

員数 変更内容 

＜設備・機器＞ 

第１廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 {8007-3} 

通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送

設備（スピーカ）） 

― 1 式 

改
造 

全数取替え 

第１廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 {8007-14} 

通信連絡設備 

所内通信連絡設備（所内

携帯電話機（PHSアンテ

ナ）） 

― 1 式 

改
造 

一部移設、残り再据付け 

第１廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 {8009-2} 

火災感知設備 

自動火災報知設備（感知

器） 

自動火災報知設備 

検出器 

1 式 

改
造 

再据付け、追加 

第１廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 {8009-12} 

火災感知設備 

自動火災報知設備（受信

機） 

自動火災報知設備 

火災受信器盤 

1 式 

改
造 

再据付け 

第１廃棄物貯蔵棟 消火器 {8010-2} 

消火設備 

消火器 

― 1 式 
改
造 

一部移設 

第１廃棄物貯蔵棟 避難通路 {8031} 

緊急設備 

避難通路 

― 1 式 
新
設 

 

第１廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導

灯 

{8032} 

緊急設備 

非常用照明 

― 1 式 
改
造 

全数取替え 

第１廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導

灯 

{8032-2} 

緊急設備 

誘導灯 

― 1 式 
改
造 

一部移設、残り再据付け 

第３廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 {8007-4} 

通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送

設備（スピーカ）） 

非常通報設備 

放送用スピーカ 

1 式 

改
造 

全数取替え 

第３廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 {8009-3} 

火災感知設備 

自動火災報知設備（感知

器） 

自動火災警報設備 

感知器 

1 式 

改
造 

再据付け 

第３廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 {8009-13} 

火災感知設備 

自動火災報知設備（受信

機） 

自動火災警報設備 

火災受信器盤 

1 式 

改
造 

再据付け 

第３廃棄物貯蔵棟 消火器 {8010-3} 

消火設備 

消火器 

― 1 式 変
更
な
し 

 

第３廃棄物貯蔵棟 避難通路 {8033} 

緊急設備 

避難通路 

― 1 式 
新
設 

 

第３廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導

灯 

{8036} 

緊急設備 

非常用照明 

― 1 式 
改
造 

全数取替え 

第３廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導

灯 

{8036-2} 

緊急設備 

誘導灯 

― 1 式 
改
造 

再据付け 

 

変更内容の記載を適正

化するため。 

なお、本変更は変更内

容の記載の追加であり、

適合性評価への影響は

なく、加工施設の保全

上支障のない変更であ

る。 

1933 1933  
  

変更箇所を下線又は雲マークで示す。 















 

 40 

変 更 前（令和４年１１月１６日付け 原規規発第 2211164 号にて認可） 変 更 後 変更理由 

 

(c) 火災区域を貫通する電線、配管類は、建築基準法に基づく防火区画の貫通部の処理を行

う。 

(記載 No.5-35) 

 

○第１廃棄物貯蔵棟 

[11.3-B3] 

第１廃棄物貯蔵棟は、建物全体を１つの火災区域として設定する。当該火災区域は、

第１種管理区域を含む火災区域であるため、当該火災区域境界について、建築基準法施

行令第百十二条第２０項、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第１項第七号に基づ

き、電気・計装ケーブルが貫通する壁には耐熱シール材等の国土交通大臣の認定を受け

たものを、配管、ダクトが貫通する壁にはモルタルその他の不燃材料又は耐熱シール材

等の国土交通大臣の認定を受けたものを施工する。 

また、火災区域境界でない火災区画境界の壁、床における電気・計装ケーブル、配管、

ダクトの貫通部については、火災区画間の火災の延焼を防止するために、上記同様の耐

熱シール材等又は不燃材料を施工する。 

 

○第２加工棟 

[11.3-B3] 

本申請では、先行申請した第４次申請の防火区画の貫通部の処理について追加の申請

を行うが、建築基準法に基づく防火区画の貫通部の処理を行う設計に変更はなく、技術

基準規則への適合状況について変更はない。 

火災区域において火災が発生した場合に、当該火災区域外への延焼を防止するために、

建築基準法施行令第百十二条第２０項、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第１項

第七号に基づき、電気・計装ケーブルが貫通する火災区域境界の壁床には耐熱シール材

等の国土交通大臣の認定を受けたものを、配管、ダクトが貫通する火災区域境界の壁床

にはモルタルその他の不燃材料又は耐熱シール材等の国土交通大臣の認定を受けたもの

を施工する。 

対象とする火災区域境界は、火災区域が隣接している境界に加え、第１種管理区域に

おける火災が屋外へと延焼しないよう第１種管理区域を含む火災区域の屋外との境界と

する。 

また、火災区域境界でない火災区画境界においては、火災区画間の火災の延焼を防止

するために、上記同様の耐熱シール材等又は不燃材料を施工する。 

対象とする火災区画境界は、火災区域２Ｐ－５内の火災区画２Ｐ－５（Ⅰ）、２Ｐ－５

（Ⅱ）間、火災区域２Ｐ－７内の火災区画２Ｐ－７（Ⅰ）、２Ｐ－７（Ⅱ）間の境界とす

る。 

 

 

(c) 火災区域を貫通する電線、配管類は、建築基準法に基づく防火区画の貫通部の処理を行

う。 

(記載 No.5-35) 

 

○第１廃棄物貯蔵棟 

[11.3-B3] 

第１廃棄物貯蔵棟は、建物全体を１つの火災区域として設定する。当該火災区域は、

第１種管理区域を含む火災区域であるため、当該火災区域境界について、建築基準法施

行令第百十二条第２０項、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第１項第七号に基づ

き、電気・計装ケーブル、配管、ダクトが貫通する壁にはモルタルその他の不燃材料又

は耐熱シール材等の国土交通大臣の認定を受けたものを施工する。 

また、火災区域境界でない火災区画境界の壁、床における電気・計装ケーブル、配管、

ダクトの貫通部については、火災区画間の火災の延焼を防止するために、上記同様の耐

熱シール材等又は不燃材料を施工する。 

 

○第２加工棟 

[11.3-B3] 

本申請では、先行申請した第４次申請の防火区画の貫通部の処理について追加の申請

を行うが、建築基準法に基づく防火区画の貫通部の処理を行う設計に変更はなく、技術

基準規則への適合状況について変更はない。 

火災区域において火災が発生した場合に、当該火災区域外への延焼を防止するために、

建築基準法施行令第百十二条第２０項、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第１項

第七号に基づき、電気・計装ケーブル、配管、ダクトが貫通する火災区域境界の壁床に

はモルタルその他の不燃材料又は耐熱シール材等の国土交通大臣の認定を受けたものを

施工する。 

対象とする火災区域境界は、火災区域が隣接している境界に加え、第１種管理区域に

おける火災が屋外へと延焼しないよう第１種管理区域を含む火災区域の屋外との境界と

する。 

また、火災区域境界でない火災区画境界においては、火災区画間の火災の延焼を防止

するために、上記同様の耐熱シール材等又は不燃材料を施工する。 

対象とする火災区画境界は、火災区域２Ｐ－５内の火災区画２Ｐ－５（Ⅰ）、２Ｐ－５

（Ⅱ）間、火災区域２Ｐ－７内の火災区画２Ｐ－７（Ⅰ）、２Ｐ－７（Ⅱ）間の境界とす

る。 

 

 

火災区画貫通部の処置

を適正化するため。 

なお、本変更は貫通部の

処置に係る記載の変更

であり、適合性評価への

影響はなく、加工施設の

保全上支障のない変更

である。 

2873 2873  
 

変更箇所を下線又は雲マークで示す。 
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